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-令和６年６月 1日 介護報酬改定にともなう改定版 

重  要  事  項  説  明  書 
 

 （認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護・短期利用型共同生活介護）認知

症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護並びに短期利用型共同生活介護サービスを提

供するにあたり、以下のとおり重要事項を説明いたします。 

１．事業主体の概要 

事業主体名        社会福祉法人 富門華会 （安平町指定管理者指定法人） 

法人の種類        社会福祉法人 

代表者名        理事長  多 田 政 拓 

所  在  地        勇払郡安平町早来富岡１２９番地 

 

２．事業所の概要 

名      称        安平町認知症高齢者グループホーム「さかえ」 

所  在  地       
 勇払郡安平町早来栄町１３３番地６５   

TEL  ０１４５（２６）２３２３      FAX ０１４５（２６）２３４５ 

指定番号       ０１９３６００１２９ （ 北海道・安平町 ） 

定      員        ９名 

事業目的       

 軽度及び中程度の認知症により、在宅での自立した生活が困難になった高齢者に対し、家庭的

な雰囲気のもとで、安心と尊厳を保ちながら、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話の他、日常生

活の中での心身の機能訓練を行う事により、利用者がその有する能力に応じて、可能な限り自立し

た生活を営む事が出来る様に支援する事を事業目的にしています。 

運営方針       

 １．介護保険法及び厚生労働省令、告示などにより定められている基準を遵守した体制によりサ

ービスを提供します。 

 ２．利用者の人格を尊重するとともに、個々の状態に適した介護計画のもとで、利用者と職員が一

体となり「ゆっくり・のんびり・楽しく」を基本に利用者の生活リズムに合わせたサービスを提供

します。 

 ３．事業者及び職員は、いかなる場合においても利用者の立場に立って行動し、利用者の人権と

福祉を守ります。 

 ４．職員や施設の都合に合わせたスケジュールや、サービスを提供することなく、利用者が主役を

念頭に、常に提供したサービスの質の管理及び評価を行います。 

 ５．グループホームが、地域社会を構成する住居の一つであることを認識し、利用者が一町民とし

て地域とともに生活できるよう努めます。 

開設年月日        平成１４年７月１日 

説明責任者        管理者  佐々木 睦美 

管理運営       
 社会福祉法人 富門華会   

※当法人は、安平町の指定管理者指定を受けて当該事業を運営しています。 

敷      地        ９９７．０２㎡ （建物、駐車場、その他） 

建      物        ３７１．６６㎡ （延べ床面積）、木造平屋建 

居室の概要        １人用個室（14.18㎡）Ｘ９室（電動式ベッド、暖房、手洗い完備） 

主な共同施設 居 間 ・食  堂 ５５．５４㎡ 台          所 １２．６９㎡ 
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浴 室 ・脱衣室 ９．００㎡ 洗 濯 ・家事室 １４．１８㎡ 

私物保管庫        ７．８０㎡ ト イ レ        ５．２０㎡ 

緊急時の対応 

１．利用者の心身の状態に異変、その他緊急事態が発生した場合は、主治医又は協力医療機関

と連絡を取り適切な措置をいたします。 

２．非常災害が発生した場合は、速やかな避難等適切な措置を講じます。 

防犯防災及び 

避難設備概要 

１．各室及びトイレ、浴室にナースコールを設置しています。 

２．事業所内に、火災報知器、煙感知器、排煙装置、誘導灯、スプリンクラーを設置しています。 

３．自動火災通報装置を設置し、東胆振消防組合安平支署と緊急直通回線を確保しています。 

損害賠償責任 

保険加入先       
 日新保険株式会社（代理店 高畠保険事務所） 

 

３．職員体制 

職員の職種       
人

数 

常 勤 非常勤 

保有資格      研修会受講等の内容            専

従 

兼

務 

専

従 

兼

務 

施 設 長 １  １   
介護福祉士、介護支援専門

員、認知症ケア専門士 

H.20 認知症介護実践者研修 

H.20 認知症サービス事業管理者研修 

管 理 者 １ 1    
介護福祉士、社会福祉主事任

用資格 

H23 認知症介護実践者研修 H29 認知症リーダー研修 

R3 認知症サービス事業管理者研修 

計 画 作 成 者 １  １   介護支援専門員、介護福祉士 H22 認知症介護実践者研修 

介  護  職  員 ７ ５ 1 ３  
介護福祉士、１・2 級ヘルパー、社

会福祉主事、調理師 
H.17、18、20認知症介護実践者研修 

 

４．勤務体制 

昼間の体制       
・ 早出 ０７：００ － １６：００ １人    ・日勤 ０９：００ － １７：００ １人 

・ 遅出 １０：３０ － １９：３０ １人                             計３人 

夜間の体制       ・夜勤 1７：００ －  翌朝０９：００                             計１人 

 

５．グループホーム利用に当たっての留意事項 

① グループホームに入居出来るのは、次の要件を満たす方です。 

(1) 要介護認定による要支援２以上で、認知症の症状があり、家庭での介護が困難な方 

     (2) 概ね身辺が自立しており、共同生活を送ることに支障がない方 

      (3)極端な暴力行為や、自傷他傷のおそれのない方 

② 共同生活住居内の設備等は、きまりを守って大切に利用してください。これに反した利用により、破損等が生

じた場合は利用者又は利用者代理人に賠償していただくことがあります。 

③ 騒音の発生、放歌高吟等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

④ 面会はいつでも可能ですが、遅い時間帯の面会はご遠慮ください。 

⑤ 着替え等の身の回り品、タンス、冷蔵庫、仏壇等の持ち込みは自由ですが、自分で管理でき、他人に迷惑に

ならない範囲とします。 

⑥ 買い物や散歩等の外出は職員が同行し、外泊については家族の付き添いがあれば可能です。 

⑦ 医療機関にかかる場合は自宅と同じ条件になりますので、医療保険により受診し、本人負担分は利用者か

利用者代理人又は家族が支払うものとします。 
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６．サービス及び利用料 

介護保険

給   付

サービス       

 食事、排泄、入浴（清拭）、洗濯、着替え介助等の日常生活上の世話、生活機能訓練、健康管理、相談、援助等。

（これらのサービスについては、包括的に提供され、厚生労働省が要介護度別に定めた「（介護予防）認知症対応

型共同生活介護サービス費」及び「短期利用型共同生活介護サービス費」の１割が自己負担となります。但し、介

護保険負担割合証で２割負担とされた方は２割が、３割負担とされた方は３割が自己負担となります。） 

介護保険

対 象 外 

サ ー ビ ス 

 下記のサービスについては、下記の取り扱いによる自己負担金をお支払いください。なお、料金の改定等があっ

た場合は、事前に説明させていただきます。 

 なお、短期利用型共同生活介護の利用料は、別に定める料金をご負担願います。 

居室の提供

（家 賃） 

月額 15,000 円 

 

※高額介護サー

ビス費 1 段階の

方の場合 

家賃については、在籍実績により、ご請求致します。従って、入院や外泊

等でご本人が不在であっても当該月に１日でも在籍している時は、全額ご負

担をいただきます。お部屋に荷物が保管されている時や、月の半ばでの入退

居についても、同様の取り扱いとさせていただきます。 

家賃は、前年度収入による段階制のため、家賃表を下記提示します。 

食事の提供

（食材費） 

 

月額 30,000 円 

 

食費については、在室実績により、日割り計算でご請求致します。従って、

入院や外泊等でご本人が不在の時は、不在の日数分は、ご負担いただきま

せん。 

光熱水費 

月額 20,000円 

（電気、水道，灯

油等） 

光熱水費については、在籍実績により、ご請求致します。従って、入院や

外泊等でご本人が不在であっても当該月に 1日でも在籍している時は、全額

ご負担をいただきます。お部屋に荷物が保管されている時や、月の半ばでの

入退居についても、同様の取り扱いとさせていただきます。 

個人消耗品 
 個人で消費するもの（煙草、飲み物、ティッシュ等）や理美容代、おむつ代、医療費及びレクリエ

ーションに要する費用で、個人が負担すべきものは実費全額が自己負担となります。 

 

〔家賃表〕 

この改定は、安平町認知症高齢者グループホーム設置条例第 10条第 3項の改定によるものです。 

（2）令和 4年度以降 

利用者負担段階 家 賃 

第 1段階及び第 2段階 月額 15,000円 

第 3段階 月額 24,600円 

第 4段階及び第 5段階 月額 44,400円 
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■（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービス費  

＊１ヶ月は３０日計算です。（３１日の場合は３１日となります）                        （金額単位：円） 

要介 

護度 

基本料金（単位） 

加  算 
基本料金と

加算の合

計額 

保険給付分        

（９割分    ） 

自己負担分        

（１割分    ） 

サービス

提供体制

強化加算 

医療連携

体制加算 

介護職員

処遇改善

加算 

１日当     １ヶ月当  １ヶ月当 １ヶ月当 １ヶ月当 

要支援

２ 
76１ 22,830 540  4,347 27,717 249,453 27,717 

要介護

１ 
765 22,950  540 1,170 3.941 29,247 263,223 29,247 

要介護

２ 
801 24,030 540 1,170 4.115 30,528 274,752 30,528 

要介護

３ 
824 24,720 540 1,170 4,227 31,346 282,114 31,346 

要介護

４ 
841 25,230 540 1,170 4.308 31.951 287,559 31.951 

要介護

５ 
859 25,770 540 1,170 4,395 32,591 293,319 32,591 

【 加算の説明  

（１）認知症専門ケア加算：認知症日常生活自立度Ⅲ以上の状態にある方が、入居者中の２分の１の状態のと

き、自立度Ⅲ以上の方が対象となります。１日当たり、自己負担額は３円です。 

（２）サービス提供体制強化加算：介護職員のうち、介護福祉士資格（国家資格）保有者が、6０％を超える体制の

ある事業所が対象となります。自己負担額は、１日当たり１８円です。 

（３）初期加算：入居の日から３０日以内の期間、または入院が 30 日を超えた場合の退院後３０日以内の期間に

ついては、上記の他に初期加算として１日につき３０円の自己負担が加算されます。ただし、「自立度判定基準」

で、ランクⅠ及びⅡの方は３ヶ月以内、ランクⅢ、Ⅳ、Ｍの方は１ヶ月以に再入居された時には、初期加算はかか

りません。 

（４）退居時相談援助加算：退居時において、居宅サービス及び地域密着型サービスを利用する場合に限り、退居

から２週間以内に安平町（地域包括支援センター）に居宅サービス及び地域密着型サービスの利用に必要な

情報を提供した時に算定可。 自己負担額は、退居時 1回限りで４００円です。 

（５）医療連携体制加算：病院等との業務契約を締結し、日常的な健康管理を図ります。要介護１～５の方が対

象。自己負担額は、１日当たり３９円です。 

（６）介護職員処遇改善加算：介護職員処遇改善の為、所定単位（基本単位と各種加算の合算）の４.５％を算定。 
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■短期利用型共同生活介護サービス費   

＊利用期間は、３０日以内です。 ＊医療費及び個人消耗品の支払いは、ご家族が対応して下さい。 

＊サービス終了時（退去時）にお支払いいただく利用料金は、次ページにお示しする 1 日当たりの自己負担額と、家

賃・光熱水費・食費の利用日数分の合算額です。 

＊家賃・光熱水費・食費は、お示しした 1日当たりの利用料を、利用期間に応じてご請求申し上げます。 

これら費用は、前ページの６．サービス及び利用料に記載する家賃・光熱水費・食費の額を、1 日当たりの額に換

算したものです。（３０日で換算） 

                              （金額単位：円） 

要介 

護度 

基本料

金（単

位） 

加  算 基本料

金と加算

の合計

額 

保 険 負

担分 

（９割分    ） 

自 己 負

担分 

（１割分    ） 

【加算の説明 】 

（１）サービス提供体制

強化加算Ⅰ-イ：介護職

員のうち、介護福祉士

資格（国家資格）保有者

が、６０％を超える事業

所が対象。 

（2）医療連携体制加算：

要介護 1以上が対象。 

（3）短期利用型共同生

活介護では、初期加

算、退居時相談援助加

算及び認知症専門ケア

加算は、加算対象外で

す。 

サービス

提供体制

強化加算 

医療連携

体制加算 

介護職員

処遇改善

加算 

１日当     

要支援

２ 
789 18  124 931 8,379 931 

要介護

１ 
793 18 39 131 981 8,829 981 

要介護

２ 
829 18 39 137 1,023 9,207 1,023 

要介護

３ 
854 18 39 140 1.051 9,459 1,051 

要介護

４ 
870 18 39 143 1,070 9,630 1,070 

要介護

５ 
887 18 39 146 1,090 9,810 1,090 

 

〔家賃・光熱水費・食費の 1日当たりの利用料〕   

 

 

 

 

 

７．協力医療機関 

医療機関名       診療科目      医師氏名      医療機関名       診療科目      医師氏名      

渡邉医院 内科・外科 渡邉覚文 早来ファミリー歯科 歯   科 作田右気 

追分菊池病院（医療連携） 内   科 菊池 晃 日野歯科医院 歯   科 高松 譲 

 

８．外部評価の実施状況 

実施状況 有り 

直近実施年月日 令和 4年３月 7日 

実施機関名称 特定非営利活動法人 福祉サービス評価機構 Ｋネット 

評価結果の開示状況 ＷＡＭＮＥＴ 

科  目 金額（円） 備  考 

1 家賃 417 ３０日換算 

2 光熱水費 667    〃 

3 食費 1,000    〃 

合計額 2,084 1円単位切り上げ 
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９．苦情相談機関 

 

事業所及び法人 

 

※社会福祉法人富門華

会苦情解決要綱・福祉

サービス苦情相談事業

設置規程により設置 

 

・苦情受付担当者   白石健一（介護職員） 

・苦情解決責任者   佐々木睦美（管理者） 

・第三者委員      富沢治英（法人評議員） 

勇払郡安平町遠浅７０３－５６      Ｔel：０１４５-２２-４００２ 

鼈 和英（法人監事） 

勇払郡安平町早来大町１４１－５７  Ｔel：０1４５－２２-２８１７ 

              藤原 和夫(法人評議員) 

                勇払郡安平町早来栄町１６３       Ｔel：０1４５－２２-３５７９ 

・電話番号等      安平町認知症高齢者グループホーム「さかえ」 

Ｔel：０１４５－２６－２３２３  ＦＡＸ ０１４５－２６－２３４５ 

社会福祉法人 富 門 華 会 

       Ｔel：０１４５－２２－２９１５  ＦＡＸ ０１４５－２２－２７０１ 

安平町 安平町役場（早来総合庁舎）  健康福祉課  Ｔel ０１４５－２９－７０７２ 

外部申立機関 
北海道国民健康保険団体連合会（国保連） 

札幌市中央区南２条西１４丁目 Tel  ０１１－２３１－５１６１  FAX０１１－２３１－２１７８ 

※次の３点を確認事項とさせていただきます。 

１．保健福祉医療機関関係者会議、認知症の学術的な研究発表等で、入居者及びご家族等に係る情報を使用して

も差し支えないことを利用者及びご家族等に確認の上使用します 

２．各種資格、研修の中での実習の受け入れを行い、実際の援助をさせていただくこともあります。その場合でも実

習生が入居者の方々に対して適切な介護を行えるように養成機関や当施設職員により指導を行っていきます。な

お、実習生も職員と同様に個人情報の取扱いを適正に行いものとします 

３．各種制度申請及び交付にかかわる手続きについては、貴利用者及びご家族の依頼により当該事項について委

任をいただいたとみなし、手続き代行及び代理受領を行います。 

 

令和   年   月   日 

                          名   称 安平町認知症高齢者グループホーム「さかえ」 

                  （事 業 者      ） 住   所 勇払郡安平町早来栄町１３３番地６５ 

             

                          説明者氏名   管理者   佐々木 睦美  印 

 私は、本書面にて重要事項の説明を受けたことを確認します。 

             

                           住   所                          

 （利 用 者      ）  

                           氏   名                         印 

 

 

                           住   所                          

     （利用者代理人/身元引受人）  

                           氏   名                         印 

 

 

                           住   所                          
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 （身元引受人      ） 

                           氏   名                         印 


